
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な が 坂 
一般社団法人長崎県建築士会長崎支部事務局    

〒850-0032 長崎市興善町４－６－６０１号     TEL (095)826-5514 

E-mail：shikai_nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp        FAX(095)826-5535 

 

 

事務局担当の 

徳久です。 

事務局から 
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長崎市立図書館 

市役所へ 旧県庁へ 

長崎支部事務局 

付近図 
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長崎県建築士会からのお知らせ              一般社団法人 長崎県建築士会(TEL095-828-0753)        

(一社)長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

今年も新年懇親会を開催いたします。

皆様、どうぞご参加ください。 

 

 

                                    女性部会長 島﨑 由佳 

明けましておめでとうございます。日頃より女性部会の活動にご理解とご協力をい

ただき、誠にありがとうございます。 

昨年は２回目となる親子木工教室を開催し、沢山の方にご参加、ご協力をいただきま

した。 

今年も会員も一般の方も楽しめる企画を考えていきたいと思っています。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 建築レンジャー青年部                  青年部委員長 本郷 真樹 

 

新年あけましておめでとうございます。１２月には一級建築士と二級建築士の合格発表があり、

長崎県では一級２２名、二級２９名、計５１名の新たな合格者が誕生しました。青年部では令和

３年より一級製図試験受験者を対象として見学会を実施してまいりましたが、本年度は近年で最

多の合格者数となり、これまでの取り組みの成果が身を結び大変うれしい限りです。来年度以降

も継続して実施してまいりますので、引続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

長崎市建築指導課・住宅政策室からのお知らせ           問い合わせ先： 095-829-1174 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー） 

 

◆特定空家等除却費補助金について(建築安全係) 

 長崎市内に存在する老朽化し危険がある、もしくは危険となる恐れがある空き家を除却する者（所有者な

ど）に対し、除却費用の一部（除却費の 40％、上限 50 万円）を補助します。先着順受付、予定件数になり次

第締め切ります。なお、除却工事の完了期限は 2 月末となりますので、お早めにご相談ください。  

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

 

◇◇令和７年度（2025 年度） 【建築士定期講習】日程のお知らせ◇◇ 
＊建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士のうち、◎令和 4 年度（R4.4.1～R5.3.31）に受講した方、 

 ◎令和 4 年度の建築士試験に合格した方は令和 7 年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

※令和 6 年度より 3 年間は（⼀社）⻑崎県建築⼠事務所協会が講習を実施いたします。℡095-826-7010 
●令和 8 年  2 月 18 日(水)・定員：40 名     ※受付期間中（定員になり次第締切り） 

●会場：長崎県建設総合会館 ８階（長崎市魚の町 3-33）    ●ＤＶＤ講習  

※講習会の申込等は(公財)建築技術教育普及センター及び（⼀社）⻑崎県建築⼠事務所協会のＨＰでご確認ください。 

      ※ご自身の受講歴が分からない場合は長崎県建築士会（095-828-0753）までお問い合わせください。 

        ただし、二級・木造建築士については長崎県登録者に限ります。 

◆木造戸建住宅の耐震補助事業について(指導係) 

 令和７年度の補助事業（耐震診断、除却工事）は１月末で受付を終了します。また全ての事業の完了報告は

２月末が期限となります。                    ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

   

 

◆長崎市空き家・空き地情報バンクについて（建築安全係） 

長崎市への移住・定住を検討されている市外在住の方、市内での転居を考えられている市民の方に市内に

存在する空き家・空き地の情報を提供し、そこに住んでもらうことで、地域の活性化、空き家の活用促進など

を図ることを目的に実施しています。              ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

◆盛土規制法に基づく規制について（開発指導係） 

 長崎市では、盛土等による災害から市民の命を守るため、令和 7 年 5 月 23 日から、盛土規制法に基づく規

制を開始しました。一定規模以上の「盛土・切土」又は「一時的な土石の堆積」に関する工事を行う場合は、事前

に長崎市の許可が必要になります。                ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください 

 

 

◆老朽危険空き家対策事業について(建築安全係) 

老朽化し、周辺への危険性が高い空き家を除却して、広場などの公共空間として整備します。対象となるの

は、建物と土地を市へ寄附でき、かつ地元自治会が、整備された公共空間を日常的に維持管理できる場合

等です。                               ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

 

 

 

 

◇◇建築工事主体の「監理技術者講習」（法定講習）令和７年度日程のお知らせ◇◇ 

⻑ 崎 会 場  ◎令和８年１月 20日(火) 長崎県勤労福祉会館（⻑崎市桜町9-6）     定員10名 
 ※講習会の詳細及び問合せは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰ監理技術者講習でご確認ください 

 

 

 

令和８年 新年懇親会のご案内 
 ☆開催日時：令和 8 年 2 月 13 日（金）18：30～   

☆会  費： 8,000 円 

 ☆開催場所：中国料理館 会楽園（長崎市新地町 10-6  Tel 095-822-4261） 

※お手数ですがご出席の連絡は 2 月 3 日（火) までにお願いいたします。 
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2026 年 新年のご挨拶                長崎支部 支部長 有馬一郎 

新年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2026 年は 60 年に一度の丙午の年

ですが、丙午の「丙」は陽の光つまり太陽の光を意味しているそうです。そして「午」もまた 

火の気を持つ力強い存在でこの二つ火が重なり合う 2026 年は情熱や行動力が高まり、勢いのある

一年と解釈されているそうです。 

会員の皆様におかれましては、日頃より会の運営にご協力頂きまして大変感謝申しあげます。 

さて 2026 年におきましては、昨年に引き続き景観整備機構の活動を継続していきます。景観教室や

横尾の公園整備などの活動を継続していきますので、引き続き皆様方のご協力をお願いします。 

また、レクレーション活動は、昨年好評を頂きましたモルック大会などを行う予定ですので、是非沢山

の方の参加をお願い申し上げます。今年も皆様のご協力をお願い致します。最後に皆様方にとって

良い年になりますようお祈り申し上げます。 

 

 

◎新年懇親会について    ◎令和８年度予算案について   ◎70 周年記念誌発行の進捗状況について 

 ◎その他（・建築士の集い熊本大会の開催予告について ・講習会の報告についてほか）  

理事会の話題   12 月 18 日（木）18：00～ 

 

 

《長崎県耐震改修促進計画(令和 8 年改訂案) に関するパブリックコメントの実施について》 

◆閲覧及び募集期間:令和 8 年 1 月 5 日(月)から令和 8 年 2月 4 日(水)まで 

◆意 見 提 出 方 法:(電子申請)記載のアドレス より専用ページヘアクセスし入力 

(郵送 B ファックス)別添ファイル内の意見提出用紙により建築課宛へ提出 

◆募集ページアドレス: https://www.pref.nagasaki.jp/public-comments/762780/index.html 

※問合せ及び詳細は下記の問合せ先かまたは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰでご確認ください 

【問い合わせ先】 長崎県土木部建築課審査指導班  平山  TEL095-894-3093 FAX095-827-3367 

 

 

長崎県建築課からのお知らせ                          問い合わせ先：095-894-3093- 

 

 

 


